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1 店舗入口に消毒液を設置し、必ず手指消毒するよう呼びかける。

2 順番待ちがある場合は、誘導シール等で1メートル以上の間隔を保つ。

清算時の対面接客を避け、パネル等で遮蔽する。

コイントレーでの受け渡しやキャッシュレスを利用し、手指消毒の徹底をする。

4 入店時、体温測定を行う、発熱、軽度でも風邪症状があれば入場をお断りする。

5 飲食時以外はマスク着用を促し、定期的な手指消毒を要請する。

6 客席近くに咳エチケット掲示の上、徹底するよう注意喚起を行う。

7 相席は避け、別テーブルの間隔を1ｍ以上開ける、またはパネル等で遮蔽する。

同テーブルでは、間隔を1m以上開けるかパーテーションで仕切る。

対面となる場合、パネル等での遮蔽は必須とする。

9 カウンターでは座席の間隔を1メートル以上開けるか、パーテーションで仕切る。

10 料理は個別に提供するか、代表者、または従業員が取り分ける。

12 卓上の調味料設置を避ける、または利用者入れ替え時に消毒する。

13 お酌や回し飲み、箸やスプーンなどの共有は避けるよう注意喚起する。

14 ＢＧＭの音量は下げ、大声での会話は避けるよう注意喚起する。

15 カラオケ時はマスク着用、および咳エチケットを徹底、歌い回しを避けるよう注意喚起する。

16 個室を使用する場合は、常時換気を行う。

17 トイレ使用後は、手洗いや手指消毒を実施するよう掲示する。

18 喫煙スペースがある場合は３密を避けるよう要請する。

19 従業員は常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底、大声での会話を避ける。

20
従業員は業務開始前に検温・体調確認を記録する。発熱、軽度でも風邪症状があれば出勤停止させる。

21 感染の疑い、濃厚接触の疑いがある従業員は就業を禁止する。

22 従業員は、就業中、こまめに手指消毒や手洗いを実施する。

23 従業員は、接客時、利用者の正面に立たず対人距離を確保する。

24 従業員の休憩スペースでは、マスクを着用、対面での食事、会話や３密を避ける。

25 休憩スペースでは、常時換気を行う。

26 従業員のユニフォームは定期的に洗濯する。

28 従業員は共通のタオル使用を禁止、ペーパータオル、個人タオル使用を徹底する。

29 常に、店内の物品（テーブル・椅子等）、複数の人の手が触れる場所を清掃消毒する。

30 ゴミを回収する際は、マスク。手袋を着用し、作業後後、手洗い・手指消毒を徹底する。

31 食品残渣、鼻水、唾液が付着した可能性のあるゴミ・おしぼり等は、ビニールに密封する。

32 当チェックリストは毎日記録し、公表する。
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ビュッフェ・バースタイルでは、1回取り分け毎に、新たな小皿を使用、カバーをかける、器具の共有

を避ける、あらかじめ取り分けておくのいずれかの措置を講じる。

従業員の感染が判明した場合、保健所の指示・調査に誠実、かつ積極的に対応・協力し、感染拡大防止策を講じるとともに、情報を公表する。

従業員に感染の疑いのある場合は、検査結果が判明するまで出勤を控えるなど、感染拡大を防止する適切な行動を徹底する。

27
（建築物衛生法対象外施設のみ）CO2センサーを設置し、1000PPM以下であることを定期的に確認記

録する。換気設備を常時稼働、または窓やドアを開放し利用者へ周知、協力要請する。


